
 

 

 
2.2 哺乳類に対する道路横断施設の設置と事後調査手法 

 
2.2.1 道路横断施設・付帯施設の構造と工夫・留意点 

(1) 各施設の特徴（設置環境・対象種）と設置・維持管理上の工夫・留意点 

 
設置する道路横断施設と付帯施設の構造決定 

 

①計画路線周辺の地形や道路構造、周辺環境及び保全目標種を考慮し、設置する道路横断

施設と付帯施設を決定する。 
 
②保全目標種の生息環境の分布や生息地利用状況を考慮し、施設の内部構造や設置場所を

検討する。 

 

野生生物の道路横断施設には、ボックスカルバートやパイプカルバート、橋梁、オーバーブリ

ッジなどがある。これらの施設は、構造、利用可能種、施工性等において各々異なる特徴を有す

るほか、施設を利用する野生動物は、各種の生態的特性に応じて選好する施設タイプ、構造があ

ることが既存調査から分かっている。また、道路横断施設における利用確認種は、調査対象地の

土地利用、気象、季節、歩行者や自動車等の通行等の外的要因にも影響される。 

そこで次頁以降には、道路横断施設の構造及び野生動物の特性に着目し、各施設の特徴を整理

した（例えば、ボックスカルバート、パイプカルバート、オーバーブリッジ）。また、道路事業

におけるミティゲーション（環境に対する影響の緩和措置）の効果を高めるための工夫・留意点、

道路横断施設の利用状況の事後調査について解説を加えた。 

あわせて、道路横断施設の特徴ならびに施設を利用する動物種が具体的に分かるように、これ

までの調査結果を基に、施設の利用種とその確認状況について整理した。この整理には、国土技

術政策総合研究所緑化生態研究室が平成 20 年度から平成 21 年度に全国各地で実施した「野生動

物の道路横断施設利用実態調査（次頁参照）」のデータを用いた。 
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a）設置環境 ・水路、小道等と交差する場所 

・獣道 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボックスカルバートの

例〈豊富バイパス〉 

b）主な対象種 大型～小型哺乳類 

・シカ、キツネ、タヌキ、ハクビシン等 

c）工夫・ 

留意点 

選好性を左右する構造的要素 

1 施設サイズ 

2 構造段数 

3 路面タイプ 

4 人及び車両通行の有無 

 

1) ボックスカルバート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) 設置環境 

ボックスカルバートは、道路が水路や小道、獣道と立体交差する場合に設置される道路

横断施設であり、人や車両の通行を主な目的としたタイプと野生動物専用のタイプがある。 

設置環境は、特に保全対策の観点では、道路によって分断される恐れがある主要な獣道

等に沿って設置することが理想的である。獣道への設置を検討する際には、対象地の周辺

で確認された獣道のうち保全目標種を含む野生動物の利用が多い場所を候補地として複数

選定し、周辺環境や土地利用、人為的影響の大きさ等を考慮し、設置場所を決定する。 

 
 
(b) 主な対象種 

ボックスカルバートは、大型から中型、小型哺乳類まで様々な大きさの動物が利用する

ことが知られている。大型種では、クマ、シカ、イノシシ、中型種では、タヌキ、キツネ、

ハクビシン、アナグマ、テン、ノウサギ等、小型種では、ネズミ類、コウモリ類等の利用

が確認されている。また、コウモリ類については、移動経路のほかに休息場所としても利

用することがわかっている。なお、コウモリ類を対象種に含める場合には、ねぐらとなる

ようなバットボックス等の設置も検討する。 

国土技術政策総合研究所が東富士五湖道路で実施した調査においても、イノシシ等の大

型哺乳類、キツネやタヌキ等の中型哺乳類、ネズミ等の小型哺乳類が確認された（表 2.2-1

参照）。 

   

2-36



 

 

表 2.2-1 ボックスカルバートの利用状況 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 工夫・留意点 

 
(ア) 施設サイズ 

・保全目標種の体の大きさと施設サイズの関係を考慮する。 

・保全目標種及び利用種の生態的特性を考慮した構造設計や工夫を加える。 

 

これまでの研究から、ニホンジカやイノシシのような大型哺乳類は、内部空間の広い開

放的な施設を利用するのに対し、内部空間が狭い閉鎖的な施設の利用は避ける傾向がある

と言われている。一方、中小型の哺乳類の中には、内部空間の広い開放的な施設よりも閉

鎖的な施設を利用する傾向をもつ種もある。これらは、必ずしも「大が小を兼ねる」わけ

ではないことを示唆している。 

国土技術政策総合研究所が実施した調査結果を基に、代表的な施設と利用状況写真を以

下に示し、利用状況を次頁に示す。なお、代表的な施設写真と利用状況の番号は対応して

いる。 
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表 2.2-2 代表的な施設における各種の利用状況 
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(イ) 構造段数 

・施設内部の水路または側溝は、自ら脱出できる構造を採用することが重要である。 
 
 

施設内部の構造は、下記に示すとおり 2 種類に大別され、通路のみの単純な構造の施設

と、水路や側溝を併設する内部 2 段構造の施設がある。さらに、内部 2 段構造の施設は、

水路または側溝の構造（開放的か閉鎖的）により利用種の選好性が変わってくる。 

2 段構造の施設を設置する場合、野生動物が自ら脱出可能な構造とすることが重要である。

具体的には、施設の途中にスロープを設け、側溝等に落下した小型動物が容易に脱出でき

るような構造を採用することが効果的である。 

国土技術政策総合研究所が実施した調査結果を基に、代表的な施設と利用状況写真を以

下に示し、利用状況を次頁の表に示す。なお、代表的な施設写真と利用状況の番号は対応

している。 
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表 2.2-3 代表的な施設における各種の利用状況 
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(ウ) 路面タイプ 

・人工的な路面素材は避け、周囲と調和する土、木等の自然な材料を使用することが

望ましい。 

 

施設内部の路面タイプは、人工型と自然型の大きく 2 つに分けられ、人工型はコンクリ

ートや砂利等で舗装されているタイプの施設であり、自然型は土やウッドチップ等を路面

材とした自然に近い路面を採用するタイプの施設である。 

一般的に、野生動物は環境の変化や周囲に敏感であることから、可能な限り周囲との連

続性を保つよう配慮することが望ましい。また、路面に土やウッドチップを敷き詰めるこ

とも有効である。なお出入口等にある溝に設置されることの多い金属製の隙間の開いた蓋

（グレーチング）は、シカやイノシシ等のひづめのある動物が嫌うとともに、小動物が落

下するので設置は避ける。 

国土技術政策総合研究所が一般国道 40 号（北海道豊富バイパス）で実施した調査を基に、

代表的な施設と利用状況写真を以下に示し、利用状況を次頁に示す。 
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表 2.2-4 代表的な施設における各種の利用状況 
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(エ) 人及び車両通行の有無 

 

・人と動物の兼用施設となる場合は、誘導植栽や隠れ場所となる低木等の植物を設置

する等自然に近い形とする。 

 
人及び車両の通行の有無は、哺乳類の利用状況に大きく影響する。一般に、野生動物は

非常に敏感であり、物音や人の気配を感じたときは身を隠せるような樹林やブッシュに逃

げ込む習性があるため、ボックスカルバートの出入口付近に身を隠すことができるような

藪や植栽があることが望ましい。 

国土技術政策総合研究所が東富士五湖道路で実施した調査を基に、代表的な施設と利用

状況写真を以下に示し、利用状況を次頁に示す。調査の結果、人及び車両の通行がない施

設では、ニホンジカの利用が多く観察されたのに対し、人及び車両の通行がある施設では

ノイヌやタヌキ等の人里近いところに生息する種の利用が確認された。 
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表 2.2-5 代表的な施設における各種の利用状況 
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a）設置環境 ・沢沿い、流路  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
パイプカルバートの例 

〈東富士五湖道路〉 

b）主な対象種 中・小型哺乳類 

・テン、タヌキ、ネズミ、コウモリ類 

c）工夫・ 

留意点 

選好性を左右する構造的要素 

1 施設サイズ 

2 内部構造 

 

2) パイプカルバート 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

パイプカルバートは、流路の確保や排水を目的として設置させることが多いが、野生動

物の移動ルートとしての機能も確認されている。特に、盛土の厚さが薄い場所等で、野生

動物の移動ルートを確保する際に適している。 

 

(b) 主な対象種 

パイプカルバートの利用種には、中型哺乳類のタヌキやハクビシン、イタチ・テン等、

小型哺乳類のネズミ類、コウモリ類、樹上性のリス等が確認されている。一方でパイプカ

ルバートの多くは、大型哺乳類は利用できない小口径であることから、横断施設としての

機能は中型及び小型哺乳類に限定される。また哺乳類以外にも、流水がある場所や湿った

場所では、サンショウウオ等の両生類や爬虫類、甲殻類等の移動経路となりうる。 

本施設は、一般に内部が暗く閉鎖的であることから、特にネズミ類等の小型哺乳類にと

って捕食者からの避難場所としての機能を兼ね備えた、重要な移動経路になっていると考

えられる。またコウモリ類については、移動経路のほかに休息場所としても利用すること

が知られている。 

国土技術政策総合研究所が東富士五湖道路で実施した調査では、利用頻度の高い種とし

て、テンやタヌキ、イタチ等の中型哺乳類、ネズミ類、コウモリ類が確認されている（表

2.2-6 参照）。 
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表 2.2-6 パイプカルバートの利用状況  
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア) 施設サイズ 

・口径が小さく捕食の危険性が低い施設サイズは、特に小型哺乳類の利用に適する。 

・開口部面積が小さいため土砂等が溜まり通行不可とならないように配慮する。 

 

主なパイプカルバートのサイズは、大型哺乳類は利用できない大きさであることから、

中型及び小型哺乳類の横断施設として有効に機能する。ボックスカルバートと同様に、施

設サイズ（内部空間の広さ）と利用種の間には関係があると思われるが、パイプカルバー

トを対象とした調査事例が少ないことから、明瞭な傾向を示すデータは十分には得られて

いない。 

特に口径の小さい施設については、強雨後は土砂等の堆積物で内部が封鎖されているこ

とがある。そのため、移動経路としての機能維持のほか、メンテナンスの観点からも、定

期的に確認を行う必要がある。 

国土技術政策総合研究所が一般国道 40 号（北海道豊富バイパス）で実施した調査を基に、

代表的な施設と利用状況写真を以下に示し、利用状況を次頁に示す。なお、代表的な施設

写真と利用状況の番号は対応している。 
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表 2.2-7 代表的な施設における各種の利用状況 
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(イ) 内部構造 

•保全目標種の生態的特性を考慮して、利用効果が高まるような内部構造を検討する。 

•集水枡の排水性を高めると同時に、犬走りやロープ等を設置することで水が溜まっ

ている場合も体をなるべく濡らさず横断できるように配慮する。 

 
 

パイプカルバートにおける施設の内部構造は、移動経路としての利用効果を大きく左右

する。また内部に、犬走りやロープを設置したり、底部に土入れを行うことで施設の利用

を促進することができる。 

施設内に、水路から一段高い場所に犬走りがある場合には、少量の流水であれば動物が

水を避けて通行することができる（写真番号 13）。アライグマやミンク等のように水場を

好む種は犬走りの有無にかかわらず利用することが考えられるが、哺乳類の多くは水に入

ることを嫌うため、犬走りやロープ等を設置する、集水桝の排水性を高めることで利用が

促進される。 

また施設の底部に、土入れを行うことも有効である。江津道路では、土入れによりネズ

ミ類の利用が顕著に増えた他、アナグマ、タヌキ等の利用も確認されている。 

以下、国土技術政策総合研究所が実施した調査を基に、本構造的要素をもつ代表的な施

設と利用状況写真を示し、利用状況を次頁に示す。 
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表 2.2-8 代表的な施設における各種の利用状況 
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a）設置環境 ・優先度の高い生息地（沢部、谷地形）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
橋梁の例〈江津道路〉 

b）主な対象種 大型～小型哺乳類 

・シカ、キツネ、タヌキ、ネズミ等 

c）工夫・ 

留意点 

選好性を左右する構造的要素 

1 施設サイズ（橋梁の延長・高さ） 

2 周辺環境 

 

3) 橋梁 

     

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

橋梁構造は、建設による自然の改変が少なく、本来の獣道等の移動経路を残すことが可

能である。 

例えば、野生動物の移動経路として利用される機会が多い地形に、沢部や谷地形があり、

特に沢部は水場としての環境をあわせ持つことから、可能な限り周囲の環境を変えないこ

とが望ましい。このような保全上の優先度が高い場所の改変を少なくし、獣道等の移動経

路を残す上で、橋梁構造は優れているといえる。 

なお獣道の保全を目的に橋梁構造を検討する際は、保全目標種を含む野生動物の利用が

多い場所を複数選定し、候補地の周辺環境や野生動物に対する人為的影響の大きさ、設置

のしやすさ等を考慮し、路線全体のバランスをみながら総合的に判断することが望ましい。 

 

 
(b) 主な対象種 

橋梁構造は下部に開放的な空間を有することから、利用する種に対する圧迫感や閉鎖感

は少ないと考えられる。 

国土技術政策総合研究所が東富士五湖道路で実施した調査では、大型種では、シカ、イ

ノシシ、クマ等、中型種では、キツネ、タヌキ等、小型種では、ネズミ類やコウモリ類等

が確認された。なお、コウモリ類やネズミ類といった小型哺乳類の利用確認が中型哺乳類

以上と比較して少ないのは、これらの種が小型であることから、確認が困難であったとい

うことも関係している。 
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表 2.2-9 橋梁の利用状況 
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア) 施設サイズ（橋梁の延長・高さ） 

•橋脚の高さは、大型哺乳類が余裕を持って利用できる高さが理想的である。 

・一方、既存の獣道上へ設置した事例では、橋脚高の低い施設でも利用が確認されて

おり、個体の慣れなど野生動物側の要因も重要となる。 

 

前述のように、一般に橋梁構造は下部に開放的な空間を有するが、以下に示すように橋

脚の高さが低い施設もある（写真番号 18）。 

大型哺乳類にとっては、橋梁高が低いほど圧迫感を増す要因と考えられることから、理

想的には大型哺乳類が余裕をもって利用できる橋脚の高さを確保することが望ましい。 

一方、国土技術政策総合研究所の調査では、橋脚の高さが 2ｍを下回る橋梁（閉鎖的な施

設）においても橋梁下部を利用するエゾシカが確認された例がある（写真番号 18）。ここ

には、山から海に流れる沢があり、この沢を横断する形で橋梁が設置されている。野生動

物は、この沢に沿って山側と海側を行き来しており、エゾシカは身を屈めるようにして橋

梁下部を通過していた。このような閉鎖空間の利用には、個体の慣れやそこが重要な獣道

であるかどうかなど野生動物側の要因も関わっていると考えられるが、情報に乏しい。 

国土技術政策総合研究所が一般国道 40 号（北海道豊富バイパス）、一般国道 344 号（斜

里エコロード）で実施した調査を基に、利用状況写真を以下に、利用状況を次頁に示す。 
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表 2.2-10 代表的な施設における各種の利用状況 
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(イ) 周辺環境 

•生息地の連続性の確保が重要となることから、周辺環境を把握する。 

•人の影響を受けやすいなど野生動物の利用が期待できない場合には、別のタイプの

横断施設を検討するなどし、生息地の分断を避けることが望ましい。 

 

前述の施設サイズ（橋梁の高さ等）の他にも、周辺環境が野生動物の道路横断施設とし

ての効果に影響することがある。 

例えば、下記（写真番号 19,20）のように、草地や森林等を横断する橋梁の場合には、人

為的影響が小さく、野生動物にとって良好な移動経路として機能すると考えられる。 

一方で、仮に施設のサイズや構造が野生動物の道路横断施設として適していたとしても、

次頁（写真番号 21,22）のように、農地や道路等を横断する橋梁の場合には、人為的影響を

大きく受け、利用頻度が低下したり、利用種や利用時間帯に偏りが生じたりする可能性が

ある（次頁グラフ番号 21）。このような予め人為的な影響が大きいと想定される場所では、

近くに人為的な影響を受けにくい別のタイプの横断施設（例：ボックス・パイプカルバー

ト等）を設置することも検討した上で、生息地の分断を避けることが望ましい。 

代表的な施設例と利用状況写真を以下に、利用状況の調査結果を次頁に示す。 
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表 2.2-11 代表的な施設における各種の利用状況 
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a）設置環境 ・尾根部や台地等にある獣道や生息地

が分断される場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オーバーブリッジの例〈江津道路〉 

b）主な対象種 中型～大型哺乳類 

・キツネ、タヌキ、テン、シカ等 

c）工夫・ 

留意点 

選好性を左右する構造的要素 

1「野生動物専用のオーバーブリッ

ジ」と「人・動物兼用のオーバー

ブリッジ」 

4) オーバーブリッジ 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

切り通し等で、尾根部や台地等にある獣道や生息地が分断される場所、またはその可能

性の高い場所に設置する。 

 
(b) 主な対象種 

動物用のオーバーブリッジは、特に中型哺乳類や大型哺乳類を対象に設置されることが

多い（例：エゾシカ用オーバーブリッジ事例 1）。 

また、人・動物兼用のオーバーブリッジと野生動物専用のオーバーブリッジの大きく 2

つのタイプがあり、利用種はそれぞれ異なる。 

山陰自動車道（江津道路）にある人・動物兼用のタイプの利用実態について、国土技術

政策総合研究所が調査した結果、ノネコ、キツネ、タヌキによる利用が確認された。調査

地点は、コンクリート構造の高架式であり、人や車も通行可能な交通路脇である（上写真

参照）。 

表 2.2-12 代表的な施設における各種の利用状況 
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア) 「野生動物専用のオーバーブリッジ」と「人・動物兼用のオーバーブリッジ」 

•野生動物の道路横断施設として考えた場合、動物専用としての施設の設置が理想的

である。 

•人と動物の兼用施設においても動物が身を隠せる場所を創出することで、利用しや

すい環境を整えることができる。 

 

野生動物の道路横断施設としてオーバーブリッジの活用を検討する際、まず重要となる

のが、人や車両の通行の可否である。 

既存調査によると、人や車両の通行が多い施設では、野生動物の利用種数及び利用頻度

が少ないことが分かっている。そのため、保全目標種が警戒心の強い動物である場合や、

多くの野生動物の移動経路としての機能を目的とする場合には、野生動物専用の施設を設

置することが望ましい。 

一方で、人と動物の兼用施設とする場合には、野生動物が身を隠して移動できるような

側溝や植栽等を創出したりすることで、利用しやすい環境を整えることができる。 

なお、動物専用、人・動物兼用のいずれであっても、周辺の生息地からオーバーブリッ

ジへの誘導植栽を行ったり、動物の通路に土やウッドチップを敷いたりするなど、生息地

との連結性を確保できるよう配慮することが必要である（オーバーブリッジ事例２参照）。 

代表的な施設例と利用状況の写真を次頁に示す。 
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a）設置環境 ・道路横断施設に併用して設置 

・特にロードキルの発生可能性の高

い場所周辺（沢部、谷部等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

侵入防止柵の例〈東富士五湖道路〉 

b）主な対象種 大型哺乳類～小型哺乳類 

・特にシカ、タヌキ等ロードキルが

多発する種 

c）工夫・ 

留意点 

機能・効果を左右する構造的要素 

1 フェンスの仕様（高さ・網） 

2 構造物との隙間、維持管理 

 
付帯施設 

道路横断施設以外の保全対策として、さまざまな付帯施設がある。主な付帯施設である

侵入防止柵やワンウェイゲート、ディアガード、アウトジャンプ、樹上性哺乳類横断施設、

誘導植栽について、以下に整理する。 

 

5) 侵入防止柵 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

侵入防止柵は、周辺に生息する野生動物の道路内への侵入を防ぐ点で欠かせない付帯施

設であり、あわせて道路横断施設へ野生動物を誘導する柵としての機能も持つ。そのため、

侵入防止柵と道路横断施設を効果的に組み合わせて設置することが、ロードキルの抑止や

野生動物の移動経路の確保につながるといえる。 

侵入防止柵の設置場所は、第一に、ロードキルが誘発されそうな場所である。また侵入

防止柵の場合、供用後も追加的な設置が可能であることから、ロードキル多発地点に設置

するなど、事故の抑止に直接つながる対策として有効である。 

一方で、道路横断施設への野生動物の誘導を目的として侵入防止柵を設置する場合には、

道路横断施設の両サイドに設置することが望ましい。 

 
 
(b) 主な対象種 

侵入防止柵の対象は野生動物全てであるが、柵の網目サイズや柵の高さによって若干異

なる。例えば、侵入防止柵の網目サイズより小さな動物では、網目をすり抜けてしまう可

能性があり、シカのように大きな跳躍力を持つ動物では、十分な高さの柵を設置する必要

がある。そのため、現地の対象動物種の特性を考慮することが必要である。 
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア) フェンスの仕様（高さ・網） 

•対象とする種の生態的特性に応じた適切なフェンスの仕様を検討する。 

•多雪地域では、積雪時も考慮した高さや素材を検討する。 

 
シカ等の跳躍力の高い種を対象としたフェンスの高さは、一般に 2.5m 程度である。しか

し、地域によって生息種が異なるため、その地域の種生物種の特性にあわせて有効なフェ

ンスの高さや形状を検討し、設計に反映させることが重要である。 

また、積雪期には積雪や除雪の雪塊により、雪面の高さとフェンスの高さとの差が縮小

する。そのため、特に降雪量の多い地域では、あらかじめ積雪を考慮してフェンスの高さ

を検討する必要がある。また雪圧による変形等にも、注意が必要である（侵入防止柵事例

１参照）。 

対象生物種の特性を考慮したフェンス設置時の工夫例には、以下のようなものがある

（あわせて侵入防止柵事例２・３参照）。 

 
表 2.2-13 対象生物種の特性を考慮したフェンス設置時の工夫例 

対 概要 

飛び越え対策 シカやカモシカ等の跳躍力の高い種を保全目標種とする場合、通常の

フェンス高さでは飛び越えてしまうため、2.5m 以上が必要とされてい

る。 

乗り越え対策 イタチやテン等のフェンスを登る能力のある種に対しては、フェンス

の嵩上げを行ったとしても侵入防止効果はさほど期待できない。そのた

めフェンスの網目の構造を、登りにくい金網型や目の細かいものにする

等の工夫をする。 

隙間からの侵入対策 

・掘り返し対策 
キツネやタヌキ等は、小さな隙間をきっかけに地面を掘り返して侵入

することが想定されるため、フェンスを地中まで埋め込むか、フェンス

と地面の隙間を金網等でふさぐ等の対策が有効である。 
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(イ) 構造物との隙間、維持管理 

•隙間からの侵入を防止するため、侵入防止柵と構造物との隙間はできるかぎり作ら

ない。 

•定期的な点検、修復作業を行うを行うことで、侵入防止効果を維持できる。 

 

隙間からの野生動物の侵入を防ぐためには、フェンスと構造物の間に隙間を作らないこ

とが求められる。また、定期的な点検を行うことで、破損や隙間の拡大など、修復の必要

性を早期に確認し、適宜対応していくことで、侵入防止効果を維持することができる。 

新たに侵入防止柵を設け、生息地を分断した場合、それまでその場所を獣道として利用

していた大型動物等は、フェンスを変形させて用地内に侵入しようとする可能性がある点

に留意が必要である。また、経年劣化などによって小さな破損箇所が生じた場合、小・中

型動物は破損箇所から通り抜けることが可能となる。さらに道路用地内に餌場があるとい

った条件が揃うと、それを目当てに日常的に侵入を繰り返す危険性も高まる。これらの危

険を回避するためにも、定期的な点検と修復が重要である。 

下記は、隙間を防ぐための工夫例である。左の写真は、フェンスと構造物の間の隙間が

小さくなるように、フェンス端の形状が工夫されている。右の写真は、フェンス下部の排

水溝部分からの侵入を防ぐため、網目の細かいネットや、フラップ型の蓋の設置を行って

いる（あわせて侵入防止柵事例３参照）。 

  

2-70



 

 

侵入防止柵事例

1 
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a）設置環境 ・侵入防止柵に一定の間隔で設置 

・地形的にシカが滞留しやすい場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ワンウェイゲートの例〈斜里エコロード〉

b）主な対象種 ・大型動物（シカなど） 

c）工夫・ 

留意点 

機能・効果を左右する構造的要素 

1 配置・形状 

2 構造物との隙間、維持管理 

 

6) ワンウェイゲート 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

ワンウェイゲートは、侵入防止柵と併用して用いられる付帯施設で、道路用地内に侵入

した大型動物を道路の外側へ脱出させるためのゲートである。 

構造は、動物がゲートの両側から出ているフォークの間を進み、左右のフォークの間を

体で押し広げるようにして通過する仕組みとなっている。左右のフォークは、道路用地外

に向かって狭まる漏斗状に取り付けてあるため、道路用地内の動物は自然と用地外へ脱出

できるが、道路用地外から用地内へ侵入することはできない構造となっている。 

設置環境は、対象動物の主な移動経路となる沢や樹木等がある獣道と道路が接する場所

や、侵入防止柵の切れ目（柵の起点や終点近く）など、野生動物の道路用地内への侵入の

危険性が高く、かつ侵入した動物が集まりやすい場所に設置することが望ましい。このよ

うな場所に、ワンウェイゲートを多めに配置することで、効率的に道路用地内の野生動物

を道路用地外に脱出させることが可能になる。 

なお、ワンウェイゲートのフォーク部分が稼働する範囲に、樹木や岩等の障害物がある

と、フォークの開閉の支障となるため、そのような場所は避けて設置することが望ましい。 

 
 
(b) 主な対象種 

本施設を利用するためには、左右のフォークを体で押し広げることが可能な動物である

必要があるため、対象種は、主に大型哺乳類（シカなど）に限られる。 
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア) 配置・形状 

•道路用地内に侵入した動物が集まりやすい場所に設置する。 

•動物を自然とワンウェイゲートへと誘導できるような工夫（形状、植栽など）を行

う。 

 
 

道路用地内に侵入した動物を脱出させるため、まずはワンウェイゲートの存在に気づか

せる必要がある。また動物が集まりやすい場所にゲートを設置した方が、より効果を発揮

できることから、侵入防止柵の配置も考慮して、一体的に設置計画の検討を行うことが重

要である。 

ワンウェイゲートを設置する際の工夫の一つに、フェンスを道路に対して平行からやや

外向きの緩やかな勾配（凹部）を設け、フェンス沿いに移動してきた動物が自然と集まる

ようにするという方法がある。この凹部に道路用地外への出口（ワンウェイゲート）を設

置することで、多くの動物を道路用地外へと誘導することが可能になる。 

侵入防止柵の設置区間内に、沢筋等を渡河する橋梁部分がある場合には、橋梁部手前で

侵入防止柵を L 字型に設置することが有効である。通常、橋梁以外の箇所では、法面等の

道路用地が広めに確保されており、侵入防止フェンスも広めに設置されている。一方、橋

梁部では、道路帯が狭まるにつれて左右のフェンスの間隔も狭くなるため、橋梁の取り付

け部分において、フェンスが L 字型に折れるような形で設置されることが多い。そこでフ

ェンスが、L 字型になる箇所にワンウェイゲートを配置することで、フェンス沿いに移動

してきた動物をそのまま道路用地外へと誘導することができる。また橋梁下の沢筋等は、

一般に野生動物の獣道であることから、橋梁近くにゲートを設置することで、これらの獣

道へと自然と導くことができることで、保全上も有効である。 

またワンウェイゲートへ誘導するための誘導植栽等を、適宜配置することも効果的であ

る。 

参考となる資料：「エゾシカ対策整備運用マニュアル（案）～斜里エコロード～」北海道開発局網走開発建設部（2008年） 
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(イ) 構造物との隙間、維持管理 

•隙間からの侵入を防止するため、侵入防止柵とゲートとの隙間はできるかぎり作ら

ない。 

•定期的な点検、修復作業を行うを行うことで、侵入防止効果を維持できる。 

 
 

「侵入防止柵」における工夫・留意点と同様に、隣接

する構造物との間には、可能な限り隙間を作らない。 

また、ゲートが正常に機能するように、定期的な点

検・維持管理を行う必要がある。 
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a）設置環境 ・侵入防止柵起終点や樹林地の接す

る場所等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アウトジャンプの例〈斜里エコロード〉 

b）主な対象種 ・跳躍力の高い動物（シカ等） 

c）工夫・ 

留意点 

機能・効果を左右する構造的要素 

1 構造物との隙間、維持管理 

 

7) アウトジャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

アウトジャンプは、ワンウェイゲートと同様、侵入防止柵の内側（道路用地内）にいる

動物を、道路用地外へと脱出させるための構造である。アウトジャンプは、侵入防止柵の

上部に、道路用地外に向いた返しを設置することで、道路用地内に迷い込んだシカやカモ

シカ等、跳躍力の高い種を道路外へ脱出させる一方で、道路用地外からの侵入を防ぐ機能

を兼ね備えている。 

上の写真では、道路側の一部を盛土して、道路用地内ではアウトジャンプ上部の高さが

１ｍ程度になるようにすることで、動物が容易にジャンプして道路用地外に飛び出せるよ

うにしている。一方、道路用地外とアウトジャンプ上部の高低差は大きく、用地外から道

路への侵入は困難にしてある。 

アウトジャンプの配置場所は、ワンウェイゲートと同様に、対象動物の主な移動経路と

なる沢や樹木等がある獣道と道路が接する場所や、侵入防止柵の切れ目（柵の起点や終点

近く）など、野生動物の道路用地内への侵入の危険性が高く、かつ侵入した動物が集まり

やすい場所に設置することが望ましい。また、利用種はジャンプして道路外へ脱出する必

要があることから、着地が想定される範囲について、道路用地内との高低差がありすぎな

い、障害物等が少ない等、動物が安全に着地できる環境にアウトジャンプを設置する必要

がある。 

 

 
(b) 主な対象種 

本施設の主な対象種は、跳躍力の高い動物（シカなど）である。 
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア) 構造物との隙間、維持管理 

•隙間からの侵入を防止するため、侵入防止柵と本施設との隙間はできるかぎり作ら

ない。 

•多雪地域では、雪圧等も考慮した耐久性のある素材を選択することが望ましい。 

•定期的な点検、修復作業を行うことで、侵入防止の効果を維持できる。 
 
 
 

「侵入防止柵」や「ワンウェイゲート」での工夫・留意点と同様に、隣接する構造物と

の間には、可能な限り隙間を作らない。 

積雪地域では、積雪や除雪の雪塊により、雪面の高さとアウトジャンプ上部の高さとの

差が縮小することがある（右下写真）。そのため、特に降雪量の多い地域では、あらかじめ

積雪を考慮してフェンスの高さを検討する必要がある。また侵入防止柵と同様、雪圧によ

る変形等にも留意し、耐久性を備えた素材を選択することが望ましい（侵入防止柵事例１

参照）。 

また、アウトジャンプが正常に機能するように、定期的な点検・維持管理を行う必要が

ある。 
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a）設置環境 ・ロードキルが誘発されそうな場所 

・偶蹄目の侵入防止対策箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ディアガードの例〈斜里エコロード〉 

b）主な対象種 ・蹄のある動物 

主に偶蹄目（シカ、イノシシ等） 

c）工夫・ 

留意点 

機能・効果を左右する構造的要素 

1 配置・形状 

2 維持管理 

 

8) ディアガード 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

ディアガードは、動物の通過を防ぐことを目的に開発された構造物であり、隙間を空け

て並べたパイプ（グレーチング）を、水路や溝（凹部）に橋を渡すように設置する。これ

は、主に偶蹄目などの動物が、隙間の空いた構造物の上を歩くのを忌避する性質を利用し

たもので、侵入を防止する効果が見込まれる。 

またディアガードの利点に、人や車両の通行を妨げない点がある。前述の侵入防止柵で

は、動物とともに人や車両の通行も遮断してしまうが、ディアガードは、偶蹄目は遮断す

る一方で、人や車両の通行は可能であり利便性が高い。そのため、人や車の利用頻度が比

較的高く、侵入防止柵や侵入防止扉の設置が不適な場所（取付け道路との接続部等）に設

置することが可能である。 

 
(b) 主な対象種 

本施設の主な対象種は、シカ、イノシシ等の偶蹄目である。 
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア) 配置・形状 

•対象種に適したグレーチングサイズを検討する。 

•人や車両の通行が見込まれる場所では、利用者への安全性を確保する。 

 

ディアガードの効果に関わる も重要な要素は、グレーチングの隙間部分である。隙間

が狭い場合には偶蹄目の侵入を防ぐことができず、隙間が広い場合には人や車の通行に支

障をきたすことがある。そのため対象種の大きさや特性に応じて、隙間のサイズの調整を

行う。またグレーチングの奥行き（対岸までの長さ）が短い場合には、対象種がグレーチ

ング部を飛び越えることも想定される。 

 
 

(イ) 維持管理 

•土や雪、氷等の付着による目詰まりに注意する。 

•定期的な点検、修復作業を行うことで、侵入防止の効果を維持できる。 

 

グレーチングの隙間が、土や雪、氷等で埋まり、動物の通行が可能になることがある。

そのため、定期的な点検とメンテナンスを行う必要がある。 

また、大型車等が通行する場所では、車両通行によりグレーチングのパイプ部分に変形

が生じる可能性がある。その場合は、あらかじめ耐久性の高い材質を採用する等の配慮を

行う。 
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a）設置環境 ・生息確認、痕跡が多い場所 

・生息地（利用樹林）が連続する場所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

樹上性哺乳類用横断施設の例 

     〈北杜市市道〉 

b）主な対象種 樹上性哺乳類 

・リス類、ヤマネ、ネズミ類等 

c）工夫・ 

留意点 

機能・効果を左右する構造的要素 

1 配置・形状 

2 維持管理 

 

9) 樹上性哺乳類用の道路横断施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

樹上を移動する哺乳類にとって、生息域内の樹林の連続性を確保することは、非常に重

要である。道路の両側に類似した森林環境が広がる場所で、かつ生息痕跡が比較的多く確

認される場所では、樹上性哺乳類用の道路横断施設の設置を行うことが望ましい。 

しかし種によって、利用する森林環境が異なるほか、同一種においても採餌と営巣で異

なる場合がある点に注意が必要である。例えば、ニホンリスは、餌はアカマツ、オニグル

ミ等の樹林で採取し、営巣にはスギ、ヒノキ等の樹林を利用する。 

また、対象種が道路横断施設を利用するためには、周辺の生息林から道路横断施設まで

のアクセス路が連続した林内であることが求められる。連続性が保てない場合には、誘導

植栽や誘導路（簡易型エコブリッジ）を設置するなどの工夫が必要になる。 

これらを踏まえ、対象種の生態や生息環境、樹林の連続性等を考慮して設置場所を選択

することが望ましい。 

 

 

(b) 主な対象種 

本施設の主な対象種は、リス、ヤマネ、ネズミ類、モモンガ、ムササビ等の樹上性哺乳

類である。 
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(c) 工夫・留意点 

 
(ア)  配置・形状 

•対象種毎に適した形状を検討する。必要に応じ、天敵対策も検討する。 

 

樹上性哺乳類は、その移動様式により、非滑空性哺乳類と滑空性哺乳類の２つにわかれ

る。リスやヤマネは、枝を伝い歩きながら移動する非滑空性であるのに対し、モモンガや

ムササビは飛膜を広げ、木から木へグライダーのように滑空し、移動することができる。

そのため、樹上性哺乳類用の道路横断施設には、大きく非滑空性哺乳類用と滑空性哺乳類

用の２種類がある。 

 
 

■ 非滑空性哺乳類（リス類、ヤマネ、ネズミ類） 

枝を伝いながら移動する非滑空性哺乳類に対しては、道路上へのエコブリッジの架設が

一般的である。エコブリッジは、ロープやワイヤー等を使用し、強度、耐候性、道路利用

者への安全配慮等を検討し、架設する。また、エコブリッジ上を移動中に、カラスや猛禽

類等の天敵によって補食されてしまう危険を回避するための対策も、併せて検討する。 

なお、このような道路上を横断するエコブリッジ以外にも、道路下にあるボックスカル

バートの内部を通過させるタイプもある（写真 1-24）。 

 

 

■ 滑空性哺乳類（モモンガ、ムササビ） 

モモンガやムササビなど木から木へと滑空するように移動する滑空性哺乳類に対しては、

道路両側に滑空を開始するための支柱を設置した例がある（写真 1-26）。設置する際には、

対象種が滑空して安全に道路を横断できるように、道路幅や対象種の滑空能力（滑空比）

を考慮し、支柱の高さを検討することが重要である。また支柱の材質には、安全面に配慮

した上で、木材など対象種が利用しやすい素材を用い、防腐剤の使用は可能な限り避ける

ことが望ましい。 
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(イ)  維持管理 

•定期的な点検、メンテナンスを行うを行うことで、横断施設としての効果を維持で

きる。 

•道路利用者の安全確保に留意する（脱落や積雪地域における雪氷の付着等）。 
 
 

樹上性哺乳類用の道路横断施設として、支柱や床面に木材や樹皮を使用する場合、これ

らの素材は経年的に劣化するため、定期的な点検と補修が必要になる。特に、エコブリッ

ジのように道路上に架設する施設については、エコブリッジに付着した雪氷や枝などが道

路に落下する危険がないか、道路のパトロールの際に併せて点検を行う等の検討が必要と

なるだろう。 

見落としやすい点として、横断施設を設置した後の周辺環境の変化が挙げられる。樹上

性哺乳類が道路横断施設を利用できるようにするためには、周辺の生息林から道路横断施

設（エコブリッジや滑空用の支柱）までのアクセス路が連続した林であることや、滑空時

の着地地点が安全であるかどうかが重要になる。これらについても、定期的な点検や、必

要に応じた改修を実施することで、横断施設としての効果の維持につながる。 
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a）設置環境 ・道路横断施設や付帯施設の周辺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誘導植栽の例〈伊勢自動車道〉 

b）主な対象種 大型～小型哺乳類 

・特に保全目標種 

c）工夫・ 

留意点 

機能・効果を左右する構造的要素 

1 植栽位置 

2 樹種 

3 維持管理 

樹上性哺乳類道路横断施設事例 2 
10) 誘導植栽 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置環境 

道路周辺の森林や緑地どうしの連続性の確保、または道路周辺の森林・緑地と道路横断

施設との連続性の確保、さらに道路横断施設内の利用促進を目的に、道路横断施設の周辺

や施設内に設置する。 

右上の写真は、オーバーブリッジの利用を促進するため、車両通行部分の両側に植栽を

設けている。 

 
(b) 主な対象種 

保全目標種のほか、周辺に生息する野生動物全般である。 

 

(c) 工夫・留意点 

 
(ア)  植栽位置 

•周辺の森林や緑地との連続性の確保や、道路横断施設の利用促進が図れる場所に植栽

する。 

•ロードキルを誘発しないように誘導植栽を連続的に配置するなどの工夫が必要である。 

 

動物が道路横断施設を利用するよう、道路周辺の生息地と道路横断施設の入り口付近を、

植栽により接続し、動物を誘導する。また道路横断施設内（オーバーブリッジなど）への

植栽を行うことで、野生動物が身を隠しながら移動することができるようにる。 

一方で誘導植栽が、ロードキル等を誘発することは望ましくない。そのため、誘導植栽

帯を連続的に配置するなど、野生動物が道路へ侵入することなしに移動できるような工夫

が必要である。  
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(イ)  樹種 

•生物多様性の観点から、対象とする地域の在来種を複数種用いることが望ましい。 

•保全目標種がある場合、その種の嗜好性を考慮した植栽を行う方法もある。 

 
植栽植物を選択する際は、地域の生物多様性に影響を与えないよう、対象地周辺に自生

する種を選定することが望ましい。また単一種の植栽では、利用する動物種が限られるた

め、周辺植生を参考に、複数種を用いることも利用促進のために有効である。 

特に保全目標種の誘導を目的に植栽を行う場合、その種の嗜好に合わせて植栽種を選択

する方法もある。一方、その種の嗜好が不明な場合には、生息地の代表的な植生構成種を

植栽することで代替しておき、フォローアップ調査を基に、必要に応じた対策を検討する

方法もある。 

 
(ウ)  維持管理 

•定期的な点検、メンテナンスを行うを行うことで、動物の誘導効果を維持できる。 

•植栽後、しばらくの間は状況に応じて食害対策が必要なことがある。 

 
 

誘導植栽の主な目的は、野生動物の生息地から道路横断施設までの誘導帯の確保であり、

あわせて動物が移動する際の目隠しとしての機能確保である。そのため、草地または下草

は、ある程度繁茂した状態が望ましい。一方で、つる性植物が全面に繁茂するなど、動物

の移動を阻害する程度にまで植物が密生した場合には、動物が道路上へ出てくる危険があ

るため、適宜除去する。 

なお、誘導植栽においても、シカの食害などが懸念される場合がある。その場合には、

苗木がシカの採食可能な高さ（シカの背丈）を越えるまで 1 本ずつネットで囲ったり、シ

カの不嗜好性樹木を植栽したりする等の対策を併せて実施する必要がある。 
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2.2.2 道路横断施設の利用状況の事後調査（フォローアップ調査と順応的管理） 

 

(1) 供用後における道路横断施設のフォローアップ調査と順応的管理 

道路横断施設の設置は、自然環境下で行われることから、その効果に不確実性を含む場合があ

る。例えば、事前の情報収集で対象地域の生物相の情報が十分に得られなかったり、目的とする

動物種が実際に道路横断施設を利用するかどうか予測困難であったりすることがある。そのため、

道路横断施設を設置した後も、それらの対策がねらいどおりに機能しているか、また保全目標種

を含む生息種によって施設が利用されているか等についてフォローアップ調査を行い、対策の効

果を検証し、その結果を今後の保全対策や維持管理の検討にフィードバックすることが望ましい。 

このような道路横断施設の設置後のフォローアップ調査と、調査結果を基にフィードバックを

繰り返す管理方法は、「順応的管理」と呼ばれ、生態系のように時間的に変化し、不確実性を伴

うものを対象とする場合に採用されるリスク管理方法である。この順応的管理の考え方を採用す

ることで、仮に当初の予測とは異なる状況（例えば保全目標種の利用状況が芳しくない等）が生

じた場合にも、専門家の意見を聞いたり、必要に応じて追加の対策を講じたりといった状況に合

わせた対応が可能となる。このため、事業の計画段階で必要以上の保全対策を盛り込む必要がな

くなるとともに、生態系のように不確実性を含むものに対しても状況にあわせ順応的に対応する

ことで、リスクの低減を図ることができるようになる。 

 

次頁以降は、これらフォローアップ調査を行う上で、より効率的に調査を行う工夫や留意点に

ついて紹介する。 
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1) 道路横断施設の利用状況調査の手法 

野生動物による道路横断施設の利用状況や周辺の生息状況を調査する際、一般的な調査手

法及び目的は下表のとおりである。なお各調査方法の詳細については、次頁以降で解説する。 

 

表 2.2-14 道路横断施設の利用状況に係る一般的な事後調査手法 

調査方法 概要 主な目的注 1） 

（a）痕跡調査 
フィールドサイン

法 

調査対象区域を踏査し、足跡、糞、食

痕、巣、死体、ヌタ場、鳴き声、爪痕、

抜け毛、掘り返し等により種の生息を確

認する。 

②道路横断施設周辺での哺乳類相把

握 
③移動経路（施設へのアプローチルー

ト）等の行動特性把握 

（b）直接観察 

定点観察法 
定められた位置から望遠鏡や双眼鏡等で

観察、記録する。 

②道路横断施設周辺での哺乳類相把

握 
③移動経路（施設へのアプローチル

ート）等の行動特性把握 

任意観察法 
調査対象区域を踏査し、裸眼、双眼鏡、

暗視鏡等で観察する。 

スポットライトセ

ンサス 

（道路センサス） 

夜間に道路を移動しながらスポットライ

トを照らして観察する。 

（c）自動撮影 

調査 

赤外線センサーカ

メラ 
赤外線センサー付きカメラを設置し、種

を撮影確認する。日時が特定できる。 
①道路横断施設内の利用状況 

②道路横断施設周辺での哺乳類相把

握 

③移動経路（施設へのアプローチル

ート）等の行動特性把握 

自動撮影ビデオカ

メラ 

赤外線センサー付きビデオカメラを設置

し、種を撮影確認する。日時の特定、行

動特性が把握できる。 

（d）捕獲調査 

小型哺乳類の捕獲 

ネズミ類やモグラ類等の種の同定に捕獲

が必要になる小型哺乳類を対象に実施

し、主に生捕り用のシャーマントラップ

を使用する。 

②道路横断施設周辺での哺乳類相把

握（詳細な種の同定のために） 
④生息個体の詳細情報取得（種、性

別、個体識別等） 
中型哺乳類の捕獲 

イタチ類等の種の同定に捕獲が必要にな

る中型哺乳類を対象に実施し、主に生捕

り用のカゴ罠を使用する。 

（e）テレメトリ 

調査 

VHF 発信機 GPS

機能付き発信機ア

ル ゴ ス 機 能 付 き

GPS 発信機 

捕獲調査によって捕獲した個体に発信機

を装着し、調査者が電波を受信すること

により、位置を特定する。近年では

GPS を内蔵した機器もある。なお、デ

ータはドロップオフ機能（首輪離脱機

能）により機器を回収する方法、電波や

アルゴスシステム注 2)を通じて回収する

方法がある。 

①道路横断施設内の利用状況 

③移動経路（施設へのアプローチル

ート）等の個体の行動特性把握 

（f）その他 糞 DNA 

糞中の DNA を抽出し、種、性別、個体

識別、親子鑑定等の解析を行う。糞に含

まれる残渣の DNA から種の食性を明ら

かにすることができる。種に特異なマイ

クロサテライトマーカが必要であり、現

在個体識別が可能な種はノウサギ、タヌ

キ、アナグマ、テン、ツキノワグマ、ニ

ホンジカの 6 種に限られる。 

④生息個体の詳細情報取得（種、性

別、個体識別等） 

注 1）各調査の主な目的は以下のとおり： 

 ①道路横断施設内の利用状況 

 ②道路横断施設周辺での哺乳類相把握 

 ③移動経路（施設へのアプローチルート）等の行動特性把握（各個体についての詳細行動） 

 ④生息個体の詳細情報取得（種、性別、個体識別等） 

注 2）アルゴスシステム：人工衛星（アルゴス）を介して観測データを収集するシステムで、取得データは衛星から地上受信基地局を経由

しデータ処理センターに転送される。ここで解析・処理されたデータ（生物の位置情報）がユーザーに配信される。 
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足跡（タヌキ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

糞（タヌキ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食痕（リス類） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

掘り返し（イノシシ） 

 

 

(a) 痕跡調査 

・痕跡調査は、主に大型・中型哺乳類を対象とした調査方法である。一般に哺乳類は、

発見が難しく、個体を目視により確認することが困難なため、各種のフィールドサ

インを現地で調査し、生息する動物種を推定する。 

 
●フィールドサイン法 

・フィールドサインには、足跡、糞、食痕、巣、ヌタ

場等があり、これらの痕跡から種の生息を確認する。 

・目視観察が基本となるため、特に機材は必要ない。 

・痕跡の記録は、痕跡の種類、新旧、大きさ、糞や食

痕の内容物、足跡の方向、確認環境等について記述

するとともに、カメラで撮影しておくと後日、検証

や分析に役立つ。位置情報については、地形図や

GPS 等を用いて記録する。 

・足跡については、移動方向や行動範囲を比較的高い

精度で把握できるため、道路周辺の移動経路（獣道

や道路への侵入経路等の把握にも活用できる。 

・痕跡調査では、水辺等の地面が柔らかい場所等、痕

跡が残りやすい場所を重点的に捜索すると効率的で

ある。 

・痕跡が残りにくい場所では、細かい砂や石灰、煤や

トナー等を事前に撒いておくことで、足跡等を確認

しやすくするといった工夫もある。 

・動物の移動が活発な時期（秋～春）は、痕跡が残る

可能性も高く、調査に適している。また雪上の痕跡

は発見が容易であるので、積雪地域では冬季の確認

効率が高い。一方、季節によって移動経路や行動範

囲が変わる場合があるので、理想的には一年を通じ

て定期的に調査を行うことが望ましい。  
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任意観察法（ウサギコウモリ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スポットライトセンサス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スポットライトで照らし出されたシカ 

 

(b) 直接観察 

 

・直接観察には、定点観察、任意観察、スポットライトセンサス（道路センサス）が

あり、目視により生息数の推定や動物相を明らかにする。しかしながら一部の種を

除き、目視確認できる機会は少ない。対象種を発見した場合は、頭数、性別、推定

年齢、個体群の構成のほか、確認位置や生息環境を記録すると良い。 

 
●定点観察法 

・主に大型哺乳類や鳥類を対象とし、あらかじめ設

定した観察地点（定点）から望遠鏡や双眼鏡等を用

いて観察することで、対象動物の生息数や地域の動

物相を明らかにする。 

・観察地点は、見通しの良い場所に設け、動物の移

動が活発で観察しやすい時間帯（日出後や日没前）

に実施すると効果的である。 

 
●任意観察法 

•定点観察と移動しながらの観察を任意に組合せて対

象動物の生息数や動物相を明らかにする。 

・対象種の生息環境（餌場、水場、ねぐら等）を重

点的に調査することで、効率的に生息を確認するこ

とができる。この際、前述の痕跡調査を併用すると

より効果的である。 

・裸眼あるいは双眼鏡を用いての調査が多い。 

 
●スポットライトセンサス（道路センサス） 

•日没後に、設定した踏査ルートを徒歩または車を低

速走行させ、両側をスポットライトで照射しながら

対象動物の生息数や動物相を明らかにする手法であ

る。中型～大型哺乳類を対象にすることが多い。 

•夜行性の動物の眼は、ライトをあてると光を反射す

るため、昼間よりも容易に存在の有無を確認できる 

・一方で、道路際に出てこない動物や茂みに隠れてしまう動物については、確認が困難であ

る。また、降雨時や霧がある日は発見率が下がるので、日程に余裕をもった柔軟な調査計画

を立てることが必要である。  
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(c) 自動撮影調査 

 

・自動撮影調査では、赤外線センサーなどを搭載したカメラを用い、動物がセンサー

の前を通過した際に自動で撮影を行う。カメラを固定することで、1 か月程度、無

人での連続撮影が可能である。 

・人手がかからず、低コストで長期間のモニタリングが可能である。そのため、道路

横断施設の利用実態調査においても、通年にわたって有効かつ高精度なデータの取

得が可能である。また、野生動物の日ごと及び季節ごとの動きを継続して把握する

こともできる。 

・撮影された画像により種を判定するため、初心者であっても種の識別が容易である。

また野生動物の姿を撮影することで、生息種の記録などの基礎データを写真として

残せるほか、性別、推定年齢、行動様式（単独・群れ）、活動時間帯の把握等の情

報取得が可能である。 

 

 
●赤外線センサーカメラ（静止画の撮影） 

・動物の生息状況や利用状況を把握したい場所へ設

置することで、カメラの前を通過する野生動物の

撮影を行う。撮影結果から確認種を同定すること

ができるほか、撮影時間から利用時間帯や移動方

向等の情報を取得することができる。 

・赤外線センサーカメラの連続稼働時間は、設置箇

所や撮影枚数にも左右されるが、一般的に 1 ヶ月

程度である。そのため、基本的には月 1 回のデー

タ回収と電池交換などのメンテナンスのみでよい。 

・赤外線センサーカメラの課題として、無人撮影で

あるため、故障や盗難等の撮影不能な状態が生じ

ても気付きにくいという欠点がある。また、セン

サーが落ち葉や雪などで反応し、必要のない写真

を大量に撮影してしまうことで、撮影可能枚数

（データの容量制限）を超過することがある。そ

のため、特に継続してデータを得たい箇所につい

ては、定期的な見回りを行うことが望ましい。 

  

赤外線センサーカメラ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設利用状況（シカ） 
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・夜間はストロボの発光が必要なため、一度撮影し

た後はしばらく動物が近づかなくなることもあり、

注意を要する。近年は、対象動物に見えにくい波

長の光を利用したストロボや、ストロボを用いな

い高感度撮影機器も開発されている。 

 
●自動撮影ビデオカメラ（動画の撮影） 

・静止画では取得できない動物の移動経路や行動内

容の詳細を正確に記録し、分析が可能である。 

・一方でビデオ撮影の課題として、長時間撮影の場

合の電源確保や記録媒体の交換頻度の問題、撮影

結果の確認（テープ起こし）に時間がかかる点が

ある。 
  

自動撮影ビデオカメラ
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(d) 捕獲調査 

・捕獲調査は、トラップを用いて動物を捕獲する。 

・個体の捕獲が可能なことから生息状況のほか、サイズや健康状態の把握、血液サン

プルの採取等、個体の情報を詳細に計測・把握できる。また、目撃や痕跡だけでは

種の同定が困難な小型哺乳類（モグラ類、ネズミ類）などであっても、種を識別で

きる利点がある。 

・調査の際は、定期的な見回りを行い、捕獲個体の死亡事故を減らすよう努める。 

 

 

●小型哺乳類の捕獲 

・小型哺乳類捕獲のためのトラップは、ネズミ用

の圧殺式罠、生け捕り式罠、モグラ用トラップ、

墜落缶（バケツ等を用いた落とし穴）等がある。 

・このうち、生け捕り式のシャーマントラップが

多く使われており、トラップの内部にピーナツ

等の誘引餌を設置し、個体の捕獲を行う。 

・捕獲率は、季節の影響を受けやすく、主に秋季

～春季の捕獲効率が高いとされる。逆に餌の豊

富な夏季は捕獲効率が低下する。 

 

●中型哺乳類の捕獲 

・中型哺乳類捕獲のためのトラップには、カゴ罠

が用いられることが多い。トラップの内部には、

誘引餌を設置する。 

・捕獲対象種や季節により餌を変えることで、捕

獲効率が上がることが知られている。 

 

  

シャーマントラップ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カゴ罠 
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(e) テレメトリ調査 

・テレメトリ調査とは、野生動物に発信機を装着し、個体の位置を特定する調査手法

である。 

・テレメトリ調査には、VHF 発信機を用いたラジオテレメトリ、GPS 機能付き発信機を

用いた GPS テレメトリ、アルゴス機能付 GPS テレメトリがある。 

・追跡期間は、大型の電池を装着するほど長くなるが、動物のサイズによって装着可

能な電池の大きさが異なる。なお、GPS 測位スケジュール等を調整する(電力消耗量

を抑える)ことにより、数週間～2年程度の追跡期間が見込まれる。 

・各種発信機の技術は日進月歩であるため、 新の製品・機能を確認する必要がある。 

 

●VHF 発信機 

・大型から小型哺乳類まで、様々なサイズに対

応した発信機がある。 

・VHF 電波の受信には、現地でリアルタイム

の調査が必要である。現地では、電波を複数

の地点から補足し、その到来方向の交点から

発信機装着個体の位置を推定し、個体位置を

把握する。 

・小型で比較的安価である一方、行動圏の広い

種を対象にしたり、調査地に電波を遮る構造

物等があったりする場合には、電波の受信が

困難となり位置の特定ができないことがある。

また、経験者による現地調査が必要であるこ

とから、労力、経費の面で課題もある。 

 
●GPS 機能付き発信機（GPS 首輪） 

•大型から中型哺乳類に対応した発信機がある。 

•GPS 測位データは首輪に自動的に保存される

ため、現地で調査を行う必要はない。ただしデータ回収には首輪に近距離から電波を送るこ

とで脱落させ、首輪を回収する必要がある。この時、調査員が対象個体を発見し、かつ接近

することができるかどうかが鍵となる 

•VHF 発信機に比較し、一定期間の行動状況や詳細な位置を連続して把握できるため、現地

調査の回数や労力、経費を軽減でき、取得できる情報量も格段に多い。 

•初期費用は VHF 発信機よりも高く、首輪のサイズも大きい。 

GPS 機能付き首輪の例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アルゴス機能付 GPS 首輪の例
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●アルゴス機能付 GPS 発信機 

•大型から中型哺乳類に対応した発信機がある。 

•GPS 首輪の機能に加えて、アルゴスシステムを利用して自動的にデータ回収まで行うこと

ができる。これは、首輪に保存した GPS データを定期的にアルゴス衛星経由で地上基地局

のデータセンターに保存する機能があるためである。ユーザーは、データセンターからのメ

ール配信サービス等を利用してデータを受け取る。 

•VHF、GPS 機能付き発信機に比較し、現地での追跡に要する労力や費用が必要ないほか、

セミリアルタイム（数日おき）での位置把握が可能である。また専用受信機を用いて、発信

機から衛星へ送信するデータを直接受信・回収することもできる。 

•利用には衛星利用料が発生するほか、衛星へのデータの送信は消費電力が大きいため、電池

の消耗が速いという課題がある。 
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(f) その他（糞 DNA） 

 

・糞中の DNA を分析することで、種や性別、個体の識別、親子鑑定等ができるほか、

糞中に含まれる餌由来の残渣の DNA を分析することで、食性を特定することもで

きる。 

・高精度な情報を正確かつ効率的に得られる手法であるが、分析可能な種が限られて

いる。なお本技術は日進月歩であるため、対象種について 新の情報を確認すると

良い。 

 

 
 
・国内で、糞抽出 DNA による個体識別の手順（プロトコル）が確立または開発されている

種は、少なくとも、ツキノワグマ、ニホンカモシカ、ニホンジカ、ニホンアナグマ、ホンド

タヌキ、ニホンノウサギ、ホンドテンの 7 種がある（表 2-2-15）。なお、本技術は日進月歩

であるため、調査計画段階で対象種についての 新の情報を確認すると良い。一方、分析に

は野外での糞の採取が必要であり、その難易は種によって異なる。糞の採取が容易な種の特

徴として、糞粒数が多い草食動物（ニホンジカやニホンノウサギ）や、糞を見かける機会の

多い種（ホンドテンなど）が考えられる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2-1  積雪直後にノウサギの糞を回収    写真 2-2  雪上のノウサギの真新しい糞 
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●糞抽出 DNA による種や雌雄、個体の識別が可能な哺乳類（例） 
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(2) 効率的・効果的なフォローアップ調査手法の整理 

フォローアップ調査の目的は、道路横断施設を設置した後も、それらの施設が当初の目的どお

りに機能しているか、また保全目標種を含む生息種によって施設が利用されているか等、対策の

効果を調査・検証し、その結果を今後の保全対策や維持管理の検討にフィードバックするためで

ある。 

したがって調査の目的を、より効率的・効果的に達成するためには、野生動物の道路横断施設

の利用状況を、より簡便かつ正確に把握可能な調査手法を採用することが望ましい。また、長期

的にモニタリング可能な手法を採用することで、野生動物の繁殖期や分散期等の季節サイクルを

含めた通年の利用状況も可能になる。 

以下の表には、前項にて紹介した各種査手法の特徴を整理した。この結果、より少ない費用及

び労力で、長期に渡って正確な情報取得ができる調査として、自動撮影調査（赤外線センサーカ

メラ調査）が優れていると考えられる。赤外線センサーカメラを用いた詳細な調査手法について

は、「野生動物に対する道路横断施設の設置と事後調査に関する技術資料 国土技術政策総合研

究所資料 第 795 号」（URL：http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0795.htm）を参照さ

れたい。 

表 2.2-16 道路利用状況調査に際しての各調査手法の特徴 
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